診療記録の保管・管理のための院内規定（例　紙カルテ）

　（目的）
第１条　この規程は、●●病院（以下「本院」という。）における、診療記録の適切な保管・管理を図るために、必要な事項を定めるものである。

　（定義）
第２条　診療記録とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。
２　診療記録の保存管理は、次に掲げる基本原則に則り運用する。
　　　　診療記録の保存管理にあたっては、守秘義務を遵守し、患者個人の情報を保護する
ことを絶えず念頭にいれ行う。特に、当院は精神科病院であり、個人情報の管理には
十分な注意を払うこと。

　（診療記録保存・管理の体制）
第３条　診療記録保存・管理するため、次の各号に掲げる責任者を置く。
[bookmark: _Hlk37945744]診療記録管理者、カルテ保管担当者を置き、病院長が指名した者を充てる。

　（診療報酬請求に関わるシステムの管理体制）
第４条　診療報酬請求に係わるシステム（医事システム）の管理運用については、医療情報システム運用管理規程に則り適切に運用する。

　（診療録の保管）
第５条　診療記録を保管する時は、病棟・外来等の責任者が、カルテ保管担当者に診療記録
を提出し、カルテ保管担当者は内容を精査の上、カルテ番号順にカルテ棚に保管す
る。
２　入院期間が長期に亘り、診療記録が所定のカルテ番号位置に保管することが困難
　な場合は、カルテ保管担当者は、カルテ保管コンテナに保管し、カルテ保管コンテ
ナ番号を記載したファイルをカルテ棚の所定の位置に保存する。
　　３　エックス線写真の管理は、エックス線室とする。

　（診療記録の持ち出し）
第６条　診療記録を外来等に持ち出す必要がある時は、「持ち出し帳」に持ち出し日、患者
番号、持ち出した者、持ち出した物と持ち出す理由を記載する。

　（カルテ庫の入退室管理）
第７条　現在、カルテ庫のカギは、病院管理責任者以外、医事課長、医事課が保管しているが、運用に疑義が生じた場合は、入退室の履歴が残る鍵に変更する場合がある。

（規程の見直し）
第８条　この規程は、診療記録管理員会が状況により見直す。

（雑則）
第９条　当院は、診療科の関係から紙カルテであり、現時点で電子カルテに移行すること
を考えていない。そのため、カルテ庫の保管管理を適切に行わないと診療記録を探
し出すことが不可能になってしまう。適切な管理運用が必要であり、この規定を遵
守できない者については、就業規則に則り適切に対処する。
　　２　診療記録の保管は。一連の診療が終わってから５年間とされているが、精神科につ
いては、初診日の状況が必要になることもあり、従来から永年保存されている。
今後も踏襲する。

附　則　　この規定は、令和●年●月●日から施行する。

